
周辺への危険度判定基準 

１つ以上該当があった場合は「周辺へ悪影響をもたらす状態にある」と判定する。 

項目 空家等の周辺状況 チェック欄 危険度判定 

１ 隣地境界までの距離が、建物の軒高以内である □ 

□該 当 

又は 

□非該当 

２ 隣地は、現に使用されており建築物が存在している □ 

３ 公道（国道・県道・町道等）に面している □ 

４ 通学路に面している □ 

５ 
学校及び保育園等の近くに存在する 

（直線距離200m以内） 
□ 

６ 
不特定多数が利用する施設の近くに存在する 

（直線距離200m以内） 
□ 

７ 
倒壊した場合、周辺への影響が大きい 

例:周辺住民が使用する道路（迂回路なし）をふさぐ等 
□ 

 


